
神奈川県では、「ともに生きる社会かながわ」の実現に向けて、共生社会（ともいき）を楽しく体感できる
さまざまな取組みを実施するための寄附を受け付けています。皆さまの温かい応援をよろしくお願いします。

❷納付書による寄附
共生推進本部室までお電話、または県のホームページより
お問い合わせフォームでご連絡いただき、受付後に納付書を郵送します。

❶県ホームページ（寄附の手続き）からの寄附
県ホームページから、「ふるさとチョイス」「さとふる」「楽天ふるさと納税」の
各種ポータルサイトを通じて、お申し込みができます。
※ふるさと納税制度を活用するため、神奈川県内にお住いの方は返礼品を受け取ることはできません
　（神奈川県外にお住いの方は各サイトから返礼品を選択することができます）。

寄附の方法

寄附の活用先はコチラ

［問合せ先］ 神奈川県福祉子どもみらい局共生推進本部室  　　045-210-4961TEL

障がいの程度に関わらず、お子さんたちが一緒に遊べる遊具（ ゴーカート
やエアー遊具等）を活用して、子どもたちの遊びの機会を提供する民間団
体（NPO 法人ラウレア）のご協力のもと、県立公園等で移動遊園地を実施
します。

「インクルーシブ移動遊園地」でみんな一緒に遊ぶ！

特定非営利活動法人laule'a⬆

車椅子、義足などを使用している方でも運転できる特別なオートバイを
使って、運転にチャレンジできる機会を提供する民間団体（一般社団法人
SSP(サイドスタンドプロジェクト)のご協力のもと、活動紹介やミニ体験会
を実施します。

障害があっても運転できる「バイク」にチャレンジ！

一般社団法人SSP⬆

みんなで「ともいきアート」を作っちゃおう！
ともいきアート（障がい者アート）団体の協力のもと、障がいの
程度に関わらず、誰もが一緒にアート作品などの創作活動を楽し
んで行う、ともいきアートワークショップを実施します。

ともいきアートについて⬆

ともいき寄附ともいき寄附
はじめませんかはじめませんかはじめませんかはじめませんか

お問い合わせ
フォーム

県ホームページ
（寄附の手続き）


